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   北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関す 

   る条例施行規程 

 

                       平成２５年４月１日 

                       企業管理規程第１５号 

 

改正 平成２９年９月５日   企業管理規程第８号 

令和２年３月１日    企業管理規程第１号 

令和７年３月１日    企業管理規程第２号 

令和７年１２月１８日  企業管理規程第９号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手

当に関する条例（平成２５年北播磨総合医療センター企業団条例第９号。以

下「条例」という。）第２９条の規定に基づき条例の施行に関して必要な事

項を定めるものとする。 

 （退職手当の請求書等の提出） 

第２条 退職者が退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当請求書（様

式第１号）のほか、次の各号に掲げる書類を企業長に提出しなければならな

い。 

(1) 条例第６条第２項の規定による傷病により退職した者は、企業長の指定

する医療機関（やむを得ない事情と認めるときは、他の公立医療機関）の

医師の診断書 

(2) 条例第８条の規定の公務上の傷病若しくは死亡又は条例第７条第２項

若しくは第８条第２項の規定の通勤による傷病により退職した者は、地方

公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第４５条第１項の規定に

よる公務災害認定通知書又は労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０年

労働省令第２２号）第１９条第１項の規定による通知書の写し 

(3) 退職所得の受給に関する申告書（所得税法（昭和４０年法律第３３号）

の規定による。） 

(4) その他企業長が必要と認める書類 

 （遺族の退職手当の請求書に添付する書類） 

第３条 退職者の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、前条に規定

する書類のほか、次の各号に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。 

(1) 戸籍謄本 
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(2) 遺族が条例第３条第１項第１号かっこ書の規定に該当するときは、その

事実を証明する書類 

(3) 遺族が条例第３条第１項第２号又は第３号の規定に該当するときは、生

計関係申立書（様式第２号） 

(4) その他企業長が必要と認める書類 

２ 前項の場合において、退職手当を受ける権利を有する遺族が２人以上ある

ときは、退職手当の請求及び受領に関する委任状（様式第３号）を添付しな

ければならない。 

 (退職手当の支給) 

第４条 企業長は、前２条の規定による請求書類を受け付けたときは、請求

書類の点検を行い、退職手当計算書（様式第４号）を作成し、速やかに支

給の手続をとらなければならない。 

 （退職手当の支給方法） 

第５条 職員の退職手当は、法律（この法律の委任に基づく政令を含む。）によ

って特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならな

い。 

 （退職手当の調整額に係る休職月等） 

第６条 条例第１６条第１項に規定する企業長が定める休職月等は、次の各号

に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。 

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）

第６条第１項ただし書に規定する許可又はこれらに準ずる事由により現実

に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等（次号及び第３号

に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。） 

当該休職月等 

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）の規

定による育児休業又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事するこ

とを要しない期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月ま

での期間に限る。）のあった休職月等 退職した者が属していた条例第１

６条第１項各号に掲げる職員の区分（以下「職員の区分」という。）が同

一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職

月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の３分の１

に相当する数（当該相当する数に１未満の端数があるときは、これを切り

上げた数）になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区

分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等 
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(3) 第１号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要

しない期間のあった休職月等（前号に規定する現実に職務に従事すること

を要しない期間のあった休職月等を除く。） 退職した者が属していた職

員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同

一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその

月数の２分の１に相当する数（当該相当する数に１未満の端数があるとき

は、これを切り上げた数）になるまでにある休職月等、退職した者が属し

ていた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休

職月等 

 （基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い） 

第７条 退職した者の基礎在職期間に条例第９条第２項第２号及び第３号に掲

げる期間（以下「特定基礎在職期間」という。）が含まれる場合における条

例第１６条第１項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、

次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在

職していたものとみなす。 

(1) 職員として引き続いた在職期間（その者の基礎在職期間に含まれる期間

に限る。）に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在

職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又

は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初

日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員 

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基

礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が

従事していた職務と同種の職務に従事する職員 

 （職員の区分） 

第８条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の

基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含

まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における

区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。こ

の場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる２以上の区

分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれ

ぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとす

る。 

 （調整月額に順位を付す方法等） 

第９条 前条（第７条の規定により同条各号に定める職員として在職していた

ものとみなされる場合を含む。）後段の規定により退職した者が同一の月に
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おいて２以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当

該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の

区分のみに属していたものとする。 

２ 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職

期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。 

 （基本手当の日額） 

第１０条 条例第２０条第１項に規定する基本手当の日額は、次条の規定に

より算定した賃金日額を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１７

条に規定する賃金日額とみなして同法第１６条の規定を適用して計算した

金額とする 

 （賃金日額） 

第１１条 賃金日額は、退職の月前における最後の６月（月の末日に退職し

た場合には、その月及び前５月。以下「退職の月前６月」という。）に支

払われた給与（臨時に支払われる給与及び３月を超える期間ごとに支払わ

れる給与を除く。以下この条において同じ。）の総額を１８０で除して得

た額とする。 

２ 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与に

よって計算する。 

３ 退職の月前６月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における

給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 退職の月前６月において給与の全部を支払われなかった場合において

は、当該６月の各月において受けるべき基本給月額（条例第１７条第２

項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。）の合計額 

(2) 退職の月前６月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われな

かった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の

月前６月に支払われた給与の額との合計額 

(3) 退職の月前６月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われな

かった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受ける

べき基本給月額（当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた

給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。）と退職の月前

６月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計

額 

４ 前３項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、

雇用保険法第１７条第４項第１号に掲げる額に満たないときはその額を、
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同項第２号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とす

る。 

 （退職票の交付） 

第１２条 企業長は、退職した者が条例第２０条第１項又は第３項の規定によ

る退職手当（以下「基本手当に相当する退職手当」という。）の支給を受ける

資格を有している場合においては、退職票（様式第５号）をその者に交付し

なければならない。 

 （在職票の交付） 

第１３条 企業長は、勤続期間１２月未満（条例第２条第１項に掲げる者以

外の常時勤務に服することを要しない者については、同条第２項に規定す

る勤務した月が引き続いて１２月を超えるに至らない期間とする。以下同

じ。）の者が退職する場合においては、在職票（様式第６号）をその者に

交付しなければならない。 

 （退職票の提出） 

第１４条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者（以

下「受給資格者」という。）は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄

する公共職業安定所（以下「管轄公共職業安定所」という。）に出頭し、

第１２条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みを行

い、求職申込手続き完了の証明を受けるものとする。この場合において、

その者が第１８条第４項に規定する受給期間延長等通知書の交付を受けて

いるときは、併せて提出しなければならない。 

 （受給資格証の交付） 

第１５条 受給資格者は、前条の規定により退職票に求職申込手続完了の証

明を受けたときは，速やかに当該退職票を企業長に提出するものとする。 

２ 企業長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手

当受給資格証（様式第７号。以下「受給資格証」という。）を当該受給資

格者に交付しなければならない。 

 （条例第２０条第１項に規定する企業長が定める者） 

第１６条 条例第２０条第１項に規定する企業長が規程で定める者は、次の

とおりとする。 

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずる

ことにより退職した者 

(2) 勤務場所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者 

(3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第１項第２号の

規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者 
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(4) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職又はこれに準ずる退職

をした者 

(5) 公務上の傷病により退職した者 

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者 

 （条例第２０条第１項に規定する企業長が定める理由） 

第１７条 条例第２０条第１項に規定する企業長が定める理由は、次のとお

りとする。 

(1) 疾病又は負傷（条例第２０条第１１項第３号の規定により傷病手当に

相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は

負傷を除く。） 

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長がやむを得ないと認めるもの 

 （条例第２０条第１０項第２号に規定する企業管理規程で定める者） 

第１７条の２ 条例第２０条第１０項第２号アに規定する企業管理規程で定め

る者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。 

(1) 雇用保険法第２４条の２第１項第１号に掲げる者に相当する者 退職

職員（退職した条例第２条に規定する職員をいう。以下この項において

同じ。）であって、同法第２４条の２第１項第１号に掲げる者に該当す

るもの 

(2) 雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者 退職

職員であって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その

者が退職の際勤務していた北播磨総合医療センター企業団の事務を同法

第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第

１項第２号に掲げる者に該当するもの 

(3) 雇用保険法第２４条の２第１項第３号に掲げる者に相当する者 退職

職員であって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その

者が退職の際勤務していた北播磨総合医療センター企業団の事務を同法

第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第

１項第３号に掲げる者に該当するもの 

２ 条例第２０条第１０項第２号イに規定する企業管理規程で定める者は、前

項第２号に定める者とする。 

 （受給期間延長の申出） 

第１８条 条例第２０条第１項の規定による申出は、受給期間延長等申請書

（様式第８号）に医師の証明書その他の第１７条各号に掲げる理由に該当

することの事実を証明することができる書類及び受給資格証又は退職票を

添えて企業長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格
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証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これ

を添えないことができる。 

２ 前項に規定する申出は、条例第２０条第１項に規定する理由に該当する

に至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格

に係る退職の日の翌日から起算して４年を経過する日までの間（同項の規

定により加算された期間が４年に満たない場合は、当該期間の最後の日ま

での間）にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったこ

とについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

３ 前項ただし書の場合における第１項に規定する申出は、当該理由がやん

だ日の翌日から起算して７日以内にしなければならない。 

４ 企業長は、第１項に規定する申出をした者が、条例第２０条第１項に規

定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書

（様式第９号）を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項

を記載し、返付しなければならない。 

５ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号

のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を企業長に届け出るとと

もに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合におい

て、企業長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければ

ならない。 

(1) 受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期

間延長等通知書 

(2) 条例第２０条第１項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長等通

知書及び受給資格証又は退職票 

６ 第１項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 

 （基本手当に相当する退職手当の支給調整） 

第１９条 基本手当に相当する退職手当で条例第２０条第１項の規定による

ものは、当該受給資格者が第１４条の規定による求職の申込みをした日か

ら起算して、雇用保険法第３３条に規定する期間及び待期日数（条例第２

０条第１項に規定する待期日数をいう。以下同じ。）に等しい失業の日数

を経過した後に支給する。 

２ 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれ

かの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、

その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を

経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。 
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(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時

金  

(2) 基本手当に相当する退職手当 

(3) 条例第２０条第５項又は第６項の規定による退職手当（以下「高年齢

求職者給付金に相当する退職手当」という。） 

(4) 条例第２０条第７項又は第８項の規定による退職手当（以下「特例一

時金に相当する退職手当」という。） 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法

第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に受給資格者となった場合に

おいては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第２０条

第１項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数

を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退

職手当を支給する。 

４ 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができ

る日数（条例第２０条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者にあ

っては、その日数に待期日数を加えた日数）の経過しないうちに職業に就

き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合

においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第２０

条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に

待期日数の残日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本

手当に相当する退職手当を支給する。 

 （基本手当に相当する退職手当の支給日） 

第２０条 基本手当に相当する退職手当は，毎月２０日（その日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝

日法による休日」という。）、土曜日又日曜日に当たるときは、その日前

において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない

日）又は企業長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の

認定を受けた日の分を支給する。 

 （基本手当に相当する退職手当の支給手続） 

第２１条 条例第２０条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者は、

待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求

め、受給資格証を提出した上、待期日数の間における失業の証明を受ける

ものとする。 

２ 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするとき

は、条例第２０条第１項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項
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に規定する失業の証明を受けた後、同条第３項の規定による退職手当に係

る場合にあっては第１４条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職

業安定所の長が指定する失業の証明を受けるべき日ごとに管轄公共職業安

定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する受給資格証を提出した

上、失業の証明を受けた後、企業長に基本手当に相当する退職手当支給申

請書（様式第１０号）に失業認定申告書（様式第１１号）及び受給資格証

を添えて提出しなければならない。 

 （公共職業訓練等を受講する場合における届出） 

第２２条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長の指示により雇用保険法

第１５条第３項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、

速やかに公共職業訓練等受講届（様式第１２号。以下「受講届」とい

う。）及び公共職業訓練等通所届（様式第１３号。以下「通所届」とい

う。）に受給資格証を添えて企業長に提出するものとする。第１８条第１

項ただし書の規定は、この場合について準用する。 

２ 企業長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、

受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければなら

ない。 

３ 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速

やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて企業長に提出しなけれ

ばならない。第１８条第１項ただし書の規定は、この場合について準用す

る。 

４ 企業長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に

必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。 

（技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続）  

第２３条 受給資格者は、条例第２０条第１０項第１号又は同条第１１項第

１号若しくは第２号の規定による退職手当の支給を受けようとするとき

は、公共職業訓練等受講証明書（様式第１４号）に受給資格証を添えて企

業長に提出しなければならない。第１８条第１項ただし書の規定は、この

場合について準用する。 

２ 企業長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証

に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。 

 （傷病手当に相当する退職手当の支給手続） 

第２４条 受給資格者は、条例第２０条第１１項第３号の規定による退職手

当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請
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書（様式第１５号）に受給資格証を添えて企業長に提出しなければならな

い。第１８条第１項ただし書の規定は、この場合について準用する。 

２ 企業長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資

格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。 

（退職票等の提出）  

第２５条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第２０条第１項に規定

する期間内（在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職

の日の翌日から起算して１年の期間内）に再び条例第２条に掲げる職員と

なった場合においては、当該退職票又は在職票を企業長に提出しなければ

ならない。 

２ 企業長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間

１２月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しな

ければならない。 

 （退職票等の再交付） 

第２６条 受給資格者又は勤続期間１２月未満で退職した者は、退職票、在

職票又は受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、企業長にその旨

を申し出て退職票、在職票又は受給資格証の再交付を受けることができ

る。 

２ 企業長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票、在職票

又は受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。 

３ 退職票、在職票又は受給資格証の再交付があったときは、もとの退職

票、在職票又は受給資格証はその効力を失う。 

 （高年齢受給資格証の交付） 

第２７条 企業長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受け

る資格を有する者（以下「高年齢受給資格者」という。）から退職票の提

出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証（様式第１６号。以

下「高年齢受給資格証」という。）をその者に交付しなければならない。 

 （特例受給資格証の交付） 

第２８条 企業長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を

有する者（以下「特例受給資格者」という。）から退職票の提出を受けた

ときは、失業者退職手当特例受給資格証（様式第１７号。以下「特例受給

資格証」という。）をその者に交付しなければならない。 

 （準用） 

第２９条 第１２条、第１４条前段、第１９条第２項、第２１条第１項、第

２５条及び第２６条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の
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支給について準用する。この場合において、これらの規定（第１９条第２

項各号を除く。）中「条例第２０条第１項又は第３項」とあるのは「条例

第２０条第５項又は第６項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者

給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例

第２０条第１項」とあるのは「条例第２０条第５項」と、「受給資格証」

とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第２０条第１項に規定する期

間内（在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の

翌日から起算して１年の期間内）に」とあるのは「当該退職票又は在職票

に係る退職の日の翌日から起算して１年を経過する日までに、高年齢求職

者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるもの

とする。 

２ 第１２条、第１４条前段、第１９条第２項、第２１条第１項、第２５条

及び第２６条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準

用する。この場合において、これらの規定（第１９条第２項各号を除

く。）中「条例第２０条第１項又は第３項」とあるのは「条例第２０条第

７項又は第８項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給

資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第２０条第１項」とあ

るのは「条例第２０条第７項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給

資格証」と、「条例第２０条第１項に規定する期間内（在職票の交付を受

けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して１年の

期間内）に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日か

ら起算しで６月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支

給を受けることなく」と読み替えるものとする。 

 （高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等） 

第３０条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第２０条第５項の

規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第１項において準用する

第１４条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第

３３条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支

給する。 

２ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受

けようとするときは、条例第２０条第５項の規定による退職手当に係る場

合にあっては前条第１項において準用する第２１条第１項の規定による失

業の証明を受けた後に、条例第２０条第６項の規定による退職手当に係る

場合にあっては前条第１項において準用する第１４条の規定による求職の

申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の証明を受ける
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べき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資

格証を提出した上、失業の証明を受けた後、企業長に高年齢求職者給付金

に相当する退職手当支給申請書（様式第１８号）に高年齢受給資格者失業

認定申告書（様式第１９号）及び高年齢受給資格証を添えて提出しなけれ

ばならない。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法

第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった

場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第

２０条第５項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、

その日数に待期日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に高

年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。 

 （特例一時金に相当する退職手当の支給手続等） 

第３１条 特例一時金に相当する退職手当で条例第２０条第７項の規定によ

るものは、当該特例受給資格者が第２９条第２項において準用する第１４

条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第３３条

に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給す

る。 

２ 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとす

るときは、条例第２０条第７項の規定による退職手当に係る場合にあって

は第２９条第２項において準用する第２１条第１項の規定による失業の証

明を受けた後に、条例第２０条第８項の規定による退職手当に係る場合に

あっては第２９条第２項において準用する第１４条の規定による求職の申

込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の証明を受けるべ

き日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証

を提出した上、失業の証明を受けた後、企業長に特例一時金に相当する退

職手当支給申請書（様式第２０号）に特例受給資格者失業認定申告書（様

式第２１号）及び特例受給資格証を添えて提出しなければならない。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法

第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に特例受給資格者となった場

合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第２

０条第７項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その

日数に待期日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に特例一

時金に相当する退職手当を支給する。 

 （就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続） 
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第３２条 受給資格者又は条例第２０条第１４項に規定する者は、同条第１

１項第４号から第６号までの規定による退職手当の支給を受けようとする

ときは、同項第４号の規定による退職手当のうち雇用保険法第５６条の３

第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法施行規則（昭

和５０年労働省令第３号）第８３条の４に規定する就業促進手当（以下

「就業促進定着手当」という。）を除く。以下「再就職手当」という。）

に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書

（様式第２２号）に、同号に該当する者に係る就業促進手当（就業促進定

着手当に限る。）に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当

する退職手当支給申請書（様式第２３号）に、同項第２号に該当する者に

係る就業促進手当（以下「常用就職支度手当という。）に相当する退職手

当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式第２

４号）に、条例第１１項第５号の規定による退職手当にあっては移転費に

相当する退職手当支給申請書（様式第２５号）に、同項第６号の規定によ

る退職手当のうち雇用保険法第５９条第１項第１号に該当する行為をする

者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費

（広域求職活動費）に相当する退職手当支給申請書（様式第２６号）に、

同項第２号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職

手当にあっては求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当支

給申請書（様式第２７号）に、同項第３号に該当する行為をする者に係る

求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費（求職活動

関係役務利用費）に相当する退職手当支給申請書（様式第２８号）にそれ

ぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添え、企業長に

提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特

例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があると

きは、これを添えないことができる。 

２ 企業長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格

証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者

に返付しなければならない。 

 （委任） 

第３３条 この規程に規定するもののほか、退職手当の支給に関して必要な

事項は、企業長が定める。 

 

 

附 則 
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この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、公布の日（平成２９年９月５日）から施行し、平成２９年４月

1 日から適用する。 

附 則（令和２年３月１日企業管理規程第１号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第１条、第２条、第５条、

第７条、第９条、第１１条及び第１３条の規定は、令和２年４月１日から施

行する。 

附 則（令和７年３月５日企業管理規程第２号抄） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和 7 年１２月１８日企業管理規程第９号抄） 

 この規程は、令和８年１月１日から施行する。 
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別表（第８条関係） 

第１号区分 北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程

（平成２５年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程

第１３号。以下「給与規程」という。）に規定する医療職給

料表（１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもののうち、給与規程に規定する病院長の管理職

手当を支給されていたもの 

第２号区分 １ 給与規程に規定する医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの（第１号

区分の項に掲げる者を除く。）又はその属する職務の級が

３級であったもののうち、給与規程に規定する院長補佐の

管理職手当を支給されていたもの 

２ 給与規程に規定する医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもののうち、

給与規程に規定する副院長の管理職手当を支給されていた

もの 

３ 給与規程に規定する医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもののうち、

給与規程に規定する副院長の管理職手当を支給されていた

もの 

４ 給与規程に規定する事務職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が５級であったもののうち、給与規

程に規定する理事の管理職手当を支給されていたもの 

第３号区分 １ 給与規程に規定する医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもののうち、

給与規程に規定する診療部長の役職手当を支給されていた

もの 

２ 給与規程に規定する医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもののうち、

給与規程に規定する部長の管理職手当を支給されていたも

の 

３ 給与規程に規定する医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもののうち、

給与規程に規定する部長の管理職手当を支給されていたも
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の 

４ 給与規程に規定する事務職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が５級であったもののうち、給与規

程に規定する部長の管理職手当を支給されていたもの 

第４号区分 １ 給与規程に規定する医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級で５７号給以上であっ

たもの（第３号区分の項第１号に掲げる者を除く。） 

２ 給与規程に規定する医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの（第２号

区分の項第２号及び第３号区分の項第２号に掲げる者を除

く。）又は４級であったもの 

３ 給与規程に規定する医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの（第２号

区分の項第３号及び第３号区分の項第３号に掲げる者を除

く。）又は４級であったもの 

４ 給与規程に規定する事務職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が５級であったもの（第２号区分の

項第４号及び第３号区分の項第４号に掲げる者を除く。）

又は４級であったもの 

第５号区分 １ 給与規程に規定する医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級で５６号給以下であっ

たもの 

２ 給与規程に規定する医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級で８９号給以上であっ

たもの 

３ 給与規程に規定する医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級で１０１号給以上であ

ったもの 

４ 給与規程に規定する事務職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が３級で７３号給以上であったもの 

５ 年齢５０歳以上で勤続期間２５年以上のもの（第１号区

分から第４号区分の各項に掲げる者を除く。） 

第６号区分 １ 給与規程に規定する医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が２級であったもの 
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２ 給与規程に規定する医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級で８８号給以下であっ

たもの 

３ 給与規程に規定する医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級で１００号給以下であ

ったもの 

４ 給与規程に規定する事務職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が３級で７２号給以下であったもの 

第７号区分 １ 給与規程に規定する医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が１級で２５号給以上であっ

たもの 

２ 給与規程に規定する医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が２級で３３号給以上であっ

たもの 

３ 給与規程に規定する医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が２級であったもの 

４ 給与規程に規定する事務職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が２級であったもの 

第８号区分 第１号区分から第７号区分までのいずれの職員の区分に

も属しないこととなる者 

 


